
 ⾧与町告示第 159 号 

住民税非課税世帯支援給付金給付事業業務委託に係る一般競争入札について 

令和 6 年１２月２７日 

⾧与町⾧ 吉 田 愼 一 

このことについて、 次のとおり制限付き 一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び⾧与町財務規則（平成１７年規則第５号）第９１条 
第１項 の規定により、次のとおり公告する 

１ 入札に付する事項  

⑴ 入札番号    6 福委第 7 号 

⑵ 件名      住民税非課税世帯支援給付金給付事業業務委託  

⑶ 履行場所    ⾧与町が指定する場所  

⑷ 概要      国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の「低所得世帯支援枠」を活
用し、物価高騰に伴う影響を強く受ける低所得世帯の負担軽減を図るために支
給する、住民税非課税世帯一世帯当たり３万円、住民税非課税世帯のうち子
ども一人当たり２万円を加算する給付金に関して、一連の給付を実施するこ
とを目的とする。 

⑸ 委託期間    令和７年１月２9 日から令和７年３月３１日まで  

⑹ 最低制限価格  無  

⑺ 予定価格    非公表  

⑻ 契約保証金   要（ただし、⾧与町財務規則第 111 条に該当する場合免除） 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項  

この入札に参加できる者の資格は、次に掲げるとおりとする。 

⑴ 地方自治法施行令 第 167 条の 4 の規定に該当する者でないこと。 

⑵ ⾧与町工事請負契約等に係る入札参加資格者指名停止の措置要領（平成１７年要領第４号）
第３条及び第４条の規定により、指名停止を受けている者でないこと。 

⑶ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条
第２号に掲げる暴力団をいう。）若しくは暴力団員等（同法第２条第６号に掲げる暴力団員及
び暴力団の構成員とみなされる者をいう。）又は法人であってその役員が暴力団員でないこ
と。 



⑷ 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著
しく不健全であると認められる者でないこと。 

⑸ 会社法（平成１７年法律第８６号）第４７５条若しくは第６４４条の規定に基づく、清算の
開始、破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条第１項若しくは第１９条第１項の規定に基
づく破産手続開始の申立て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づ
く更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条第１項の規定
に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者 

⑹ 所在地における国税（法人にあっては法人税をいい、個人にあっては所得税をいう。）、道府
県税及び都税（事業税をいう。）、市町村税並びに賦課金等を滞納していないこと。 

⑺ プライバシーマーク又は情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の登録があるこ
と。  

⑻ ⾧崎県内に本店又は支店を有していること。 

⑼ 契約者が過去 2 年間に国又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を 2 回以上にわ
たって誠実に履行した実績を有するもの（種類及び規模を同じくする契約とは、非課税者等を
対象とした給付金業務で対象 3,000 件を超える契約） 

３ 入札及び開札の日時及び場所 

令和 7 年 1 月 16 日（木）１0 時 0０分～ 

⾧崎県西彼杵郡⾧与町嬉里郷 659 番地１ ⾧与町役場２階第２会議室 

４ 入札保証金  

要（ただし、⾧与町財務規則第 94 条に該当する場合免除 ） 

５ 入札参加申請等  

⑴ 本入札の参加希望者は、次の書類を提出しなければならない。  

ア 競争入札参加資格確認申請書兼誓約書（様式１）（以下「申請書」という。）  

イ 上記２の（6）、（7）、（9）が証明できる書類等の写し  

※ 入札参加資格に関して、別途町から照会や関係書類の提出を求める場合がある。 

⑵ 申請書は持参、電子メール又は郵送により提出するものとする。電子メールによる場合は、
受信後、担当者から受信確認の電話を行うので、必ずメール本文に担当者名、連絡先を記載し
ておくこと。 なお、電子メール送信後、翌日（申請の期限日に送信した場合は当日中）まで
に受信確認の電話がない場合には、担当者へ受信確認の電話を行うこと。また、電子メールで
申請書を提出した場合は、原本についても、後日、持参又は郵送により提出すること。  



⑶ 申請書の受付  

ア 受付期間  令和７年 1 月 6 日（月）9 時 00 分から令和 7 年 1 月 10 日（金）１２時００分
まで（ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）
に規定する休日（以下「休日」という。）を除く。） 

イ 受付時間  ９時００分から１７時００分まで（１２時００分から１３時００分までを除
く。受付期間最終日は１２時００分まで）  

ウ 受付場所  ⾧崎県西彼杵郡⾧与町嬉里郷 659 番地１ ⾧与町役場１階 福祉課  

⑷ その他 

ア 提出書類の作成にかかる費用は、提出者の負担とする。  

イ 提出書類は無断で他の目的に使用しないものとする。 

ウ 提出書類は返却しないものとする。  

エ 提出書類は公表しないものとする。 

６ 入札参加資格を有しない入札参加申請者への通知 

資格確認の結果、入札参加資格を有しないと認めた者には、否認理由を記載し、令和 7 年 1 月
14 日（火）までに通知する。 

７ 仕様書等及び質疑応答  

⑴ 仕様書等は、⾧与町ホームページからダウンロードして取得すること。なお、ダウンロード
が困難な場合は、福祉課の窓口で配付する。この場合は、事前に福祉課へ電話すること。  

⑵ 仕様書等の質疑応答 本業務に係る仕様書等の質疑は、質問書（様式２）で行うものとす
る。  

ア 提出期限 令和 7 年 1 月 10 日（金）12 時００分までに持参、電子メールにより送付するも
のとする。なお、電子メール送信後、翌日（申請の期限日に送信した場合は当日中）までに
受信確認の電話がない場合には、担当者へ受信確認の電話を行うこと。 

イ 提出先  ⾧崎県西彼杵郡⾧与町嬉里郷 659 番地１ ⾧与町役場１階 福祉課 

電子メールアドレス  hukushi@nagayo.jp 

ウ 回答期限 令和 7 年 1 月 14 日（火）17 時００分までにすべての入札参加申請者（ただし、
本件への入札参加資格を有しないと認めた者を除く）へ電子メールで回答する。  

 



8 入札の方法等  

⑴ 入札の方法は、会場入札とする。  

⑵ 入札執行回数は、２回を限度とする。  

⑶ 入札会場に入場できる者は、各社１人までとする。  

⑷ 入札は、所定の入札書（様式３）に必要事項を記入し、指定の日時及び場所に本人又は代理
人が参加して自ら提出しなければならない。  

⑸ 入札は、１件につき１通に限る。  

⑹ 入札者は、他の入札者の代理人となることができない。  

⑺ 代理人が入札する場合は、入札前に委任状(様式４)を提出しなければならない。  

⑻ 入札開始後、入札会場に到着した者は入札に参加することができない。  

７ 入札説明会 

入札説明会は、実施しないものとする。 

８ 入札書の記載 

落札決定に当たっては、入札書（様式3）に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当
する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるもの
とする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であ
るか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札
書に記載すること。 

９ 入札の無効に関する事項  

次の各号のいずれかに該当する入札は無効とし、当該入札者は再度入札の参加を認めない。  

⑴ 入札に参加する者に必要な資格のない者(入札参加申請後、当該資格を有しなくなった者を
含む。)の入札 

⑵ 本入札参加申請書又は提出資料において虚偽の記載をした者の入札  

⑶ 入札者が法令の規定又は契約担任者の定めた入札条件に違反したとき。  

⑷ 入札金額を訂正した入札  

⑸ 入札金額が確認できない入札  



⑹ 民法(明治２９年法律第８９号)第９５条に基づく錯誤の入札と認めた入札  

⑺ 所定の入札書を使用しない入札  

⑻ 再度入札する場合、前回の最低価格以上の価格での入札及び初回入札に参加しなかった者の
した入札  

⑼ 入札書に記名押印がないときその他必要な記載事項を確認できないとき。 

１０ 入札書の撤回等  

入札者は、提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。  

１１ 申請書提出後の入札辞退  

入札を辞退する場合は、入札者はその旨を入札辞退届（様式 5）により届け出なければならな
い。  

１２ 入札の中止又は延期  

入札において、事故が起きたときや不正な行為があると認めたときは、入札を中止又は延期する
場合がある。 

１３ 落札者の決定方法  

⑴ 落札者は、本業務の予定価格の制限の範囲内の価格で、最低の価格をもって有効な入札を行
った者とする。また、落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、くじの方式
により落札者を決定する。  

⑵ 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額
を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）
をもって落札価格とする。  

１４ 異議の申立て  

入札をした者は、入札後、⾧与町財務規則、仕様書その他契約事項等についての不明を理由とし
て異議を申し立てることはできない。  

１５ その他 

⑴ 申請書及び入札書等の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。 

⑵ 提出期限後における申請書等の差替え又は再提出は、認めない。 

⑶ 提出された申請書等は、返却しない。 



⑷ 提出された申請書等は、入札参加資格の確認以外に、申請者に無断で使用しない。 

⑸ 申請書等に虚偽の記載をした場合においては、入札参加停止を行うことがある。 

⑹ 入札参加者は、この公告文書及び仕様書を熟読し、これを遵守すること。 

⑺ 契約の履行に関して各種手続が必要な場合は、積極的に協力をすること。 

⑻ 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑼ 落札者は、１０日以内に作業スケジュール及び入札金額の積算内訳を提出すること。 

⑽ その他記載されていない事項については、地方自治法、同法施行令、同法規則等関係法令及 
⾧与町財務規則等の関係例規の定めによる。 

⑾ 仕様書に特段の定めがない事項については、その他関係規程を承知の上、入札すること。 

⑿ 入札書用封筒等の記載方法については、下記を参照のこと。入札書以外封筒に入れないこ
と。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



入札用封筒 
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 第   号 

                             業務名                  

 

入札書 
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       備考１ 封筒の大きさは標準規格長３を使用すること。 

            ２ 作成者は、封印を押すこと。 

１６ 問い合わせ先  

⾧与町役場 福祉課 095-883-1111 （内線 126） 


